商工労働部　令和８年２月定例府議会提出予定議案の概要

１．条例案（４件）
	
	件　　　　名
	概　　　　　　　　要
	所　管　課

	１
	大阪府附属機関条例等一部改正の件
	委員の本業及び主要都道府県等の報酬の水準を踏まえ附属機関の委員の報酬の上限額が改定されることに伴い、　小売商業紛争調停員の報酬額を改定する。
〔改正前〕日額　　８，３００円
〔改正後〕日額　１５，２００円　
施行日：令和８年４月１日
　〔関係条例〕
大阪府小売商業紛争調停員の報酬及び費用弁償　　並びに調停員の求めに応じて出頭した参考人の実費弁償に関する条例
	中小企業支援室
商業振興課

	２
	大阪府成長産業特別集積区域における成長産業の集積の促進及び国際競争力の強化に係る成長産業事業計画の認定並びに法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の課税の特例に関する条例一部改正の件
	１　　課税の特例の対象となる成長産業にイノベーションの創出に資する先端的な基盤技術に関する産業を追加する等の改正を行う。
２　　成長産業特別集積区域に該当しない区域において実施される成長産業事業が、成長産業特別集積区域内において実施されている成長産業事業と密接な関連を有するものである場合に、当該区域を成長産業特別集積区域として指定することができることとする。
３　　法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の特例に係る事業計画の提出期間の終期を令和８年３月３１日から令和１１年３月３１日に延長する。
施行日：令和８年４月１日
	成長産業振興室
国際ビジネス・
スタートアップ
支援課

	３
	大阪府産業集積の促進に係る不動産取得税の税率等の特例に関する条例一部改正の件
	不動産取得税の減額の特例の適用対象に中堅企業者を追加する。
施行日：令和８年４月１日
	中小企業支援室
ものづくり支援課

	４
	大阪府障害者の雇用の促進及び職業の安定に係る法人の事業税の税率等の特例に関する条例一部改正の件
	障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の経過措置期間が終了することにより、障害者雇用率が２．５％から２．７％に引き上げられることに伴い、障害者多数雇用中小法人が事業税の額の控除を受けようとする場合に満たすべき要件を変更する。
〔改正前〕平均雇用労働者数が４０人未満のもの
平均雇用障害者数　２人を超えるもの
〔改正後〕平均雇用労働者数が３７．５人未満のもの
平均雇用障害者数　２人を超えるもの　等
施行日：令和８年７月１日
	雇用推進室
就業促進課



２．報告（１件）
	
	件　　　　名
	概　　　　　　　　要
	所　管　課

	１
	大阪府営業時間短縮協力金に係る不当利得返還請求に関する訴えの提起の専決処分の件
	大阪府営業時間短縮協力金に係る不当利得返還請求に　関する訴えの提起について、地方自治法第180条第１項の規定により専決処分にしたので、同条第２項の規定により報告するもの。
件数　　１件
専決日　　令和７年１２月２５日
	中小企業支援室
経営支援課



